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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品陳列面に設置して商品の陳列状態を整えるための商品陳列補助台であって、片面に
複数の溝を所定の間隔且つ平行に設けた棚板と、板を任意箇所で所定角度に折り曲げ、該
板の前後方向の両端に前記棚板の溝に着脱自在に係止し得る係止片を設けると共に、折り
曲げて形成された平面のいずれか、又は双方に前記係止片を着脱自在に係止し得る複数の
溝を設け、該補助台の溝に他の補助台の係止片を係止し得るようにした補助台と、からな
り、該補助台の溝は、幅方向において所定の間隔で互いに平行に設けられ、且つ各列にお
いて分割されたものであることを特徴とする商品陳列補助台。
【請求項２】
　 商品陳列面に設置して商品の陳列状態を整えるための商品陳列補助台であって、片面
に複数の溝を所定の間隔且つ平行に設けた棚板と、板を任意箇所で所定角度に折り曲げ、
その角を形成するふたつの平面のいずれかひとつの平面に直交する仮想平面が前記ふたつ
の平面と交わる部分に、該仮想平面に直交する方向に前記棚板の溝に着脱自在に係止し得
る係止片を設けると共に、折り曲げて形成された平面のいずれか、又は双方に前記係止片
を着脱自在に係止し得る複数の溝を設け、該補助台の溝に他の補助台の係止片を係止し得
るようにした補助台と、からなり、該補助台の溝は、幅方向において所定の間隔で互いに
平行に設けられ、且つ各列において分割されたものであることを特徴とする商品陳列補助
台。
【請求項３】
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　前記補助台の角を境に形成した平面の一方が他方より幅広である請求項１又は２記載の
商品陳列補助台。
【請求項４】
　前記棚板の溝又は前記補助台の溝に、着脱自在に取付けられる商品仕切り板を更に備え
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の商品陳列補助台。
【請求項５】
　前記補助台の溝は、２～５列、２～５分割であることを特徴とする１～４のいずれか１
項に記載の商品陳列補助台。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主にスーパー、百貨店、専門店、コンビニエンスストアー等の店内の商品陳列
面に商品を陳列するのに用いられ、商品の特性に合わせて商品陳列面での陳列状態を多面
的に変えることができる商品陳列補助台に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、スーパー、百貨店、専門店、コンビニエンスストアー等の店内の商品陳列面で商品
を陳列する方法は、最も単純なものとして、(1) 商品陳列面の水平スペースに仕切りを設
け、その仕切りごとに商品を並べたり、箱状物に商品を並べ、この箱状物ごと水平スペー
スに載せる方法がある。また、(2) 商品陳列面の水平スペース、特に最下段の水平スペー
スでは奥の商品は客が見づらく、しかも商品を取りづらいから、奥に台を設置しその上に
陳列板を置き傾斜させた陳列棚として、その傾斜させた陳列棚に仕切りを設け、その仕切
りごとに商品を並べたり、箱状物に商品を並べこの箱状物ごと傾斜させた陳列棚に載せる
方法もある。また、(3) 商品陳列面の最下段用の商品陳列補助台として、予め雛壇や傾斜
面を設置した傾斜専用のものがあり、その雛壇や傾斜面に直接商品を並べたり、箱状物に
商品を並べこの箱状物ごと雛壇や傾斜面に載せる方法等がある。更に、(4) 商品陳列面に
、水平あるいは傾斜を選択でき、しかも傾斜角を選択できる角度選択型の商品陳列補助台
に、仕切りを設け、その仕切り毎に商品を並べたり、箱状物に商品を並べこの箱状物ごと
角度選択型の商品陳列補助台に載せるものもある。
【０００３】
これらスーパー等の店内での商品陳列方法は、これにより商品の売れ行きが左右されるこ
とが多いから、上記した方法以外にも工夫を凝らし、様々な方法が取られる。しかし、そ
の基本とする所は、水平スペースのまま、傾斜させた陳列棚、傾斜専用や角度選択型の商
品陳列補助台の各種の陳列スペースに、仕切り板や箱状物により商品を仕切り陳列するも
のである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記(1) 、(2) の商品陳列方法では、水平スペースや傾斜させた陳列棚に合わせた仕切り
板や箱状物を用意する必要があり、それら仕切り板や箱状物は、対応した水平スペースや
傾斜させた陳列棚以外には全く使用できなかったり、あるいは使用できても、見た目勝負
の色彩の強い商品陳列では、結局使用できないことが多い。このため、仕切り板や箱状物
は各種形状のもの及びその同種類における各サイズのものが必要になり、模様替えの度に
不用となる仕切り板や箱状物が出てきたり、新たに購入する必要性が生じる。また、逆に
不用となった仕切り板や箱状物は再び使用する機会もあると想定されるため、廃棄できず
保管することになる確率が高く、そのための保管スペースが必要になる。
【０００５】
また、(3) の傾斜専用、(4) の水平・傾斜の角度選択型の商品陳列補助台を利用した商品
陳列方法では、予め雛壇や傾斜面を設置してあったり、角度を選択できるから、取扱いが
容易で、上記した(1) 、(2) の商品陳列方法の不都合な点が減り都合が良い。しかし、最
近の傾向である商品の多様化、競争激化による頻繁な模様替えに対して、この傾斜専用の
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商品陳列補助台は、予め設置してある雛壇や傾斜面を変更することは困難であり、角度選
択型の商品陳列補助台でも、角度の変更ができても、商品の存在感やボリューム感を出さ
せることは困難であるから、十分に対応することはできず、様々な形状の傾斜専用及び角
度選択型の商品陳列補助台が必要となる。従って、上記した(1) 、(2) の商品陳列方法の
不都合な点と同じような結果になる。
【０００６】
従って、本発明の目的は、少ない部品で、商品の多様化、頻繁に起こる模様替えに十分に
対応でき、模様替えの度に不用となったり、新たに購入する必要性を少なくし、かつ保管
のためのスペースを減らすことができる商品陳列補助台を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
かかる実情において、本発明者は、鋭意検討を行った結果、片面に複数の溝を所定の間隔
且つ平行に設けた棚板と、板を任意箇所で所定角度に折り曲げ、その前後方向の両端に前
記棚板の溝に着脱自在に係止し得る係止片を設けた補助台とからなり、棚板の溝に複数の
補助台を嵌めることで、棚板上に商品陳列に都合の良い種々の外観形状を創設でき、様々
な商品陳列を可能にし、しかも予備部品もほとんど必要ないことを見出し、本発明を完成
するに至った。
【０００８】
　すなわち、本願発明は、商品陳列面に設置して商品の陳列状態を整えるための商品陳列
補助台であって、片面に複数の溝を所定の間隔且つ平行に設けた棚板と、板を任意箇所で
所定角度に折り曲げ、該板の前後方向の両端に前記棚板の溝に着脱自在に係止し得る係止
片を設けると共に、折り曲げて形成された平面のいずれか、又は双方に前記係止片を着脱
自在に係止し得る複数の溝を設け、該補助台の溝に他の補助台の係止片を係止し得るよう
にした補助台と、からなり、該補助台の溝は、幅方向において所定の間隔で互いに平行に
設けられ、且つ各列において分割されたものであることを特徴とする商品陳列補助台を提
供するものである。
【０００９】
　また、本願発明は、商品陳列面に設置して商品の陳列状態を整えるための商品陳列補助
台であって、片面に複数の溝を所定の間隔且つ平行に設けた棚板と、板を任意箇所で所定
角度に折り曲げ、その角を形成するふたつの平面のいずれかひとつの平面に直交する仮想
平面が前記ふたつの平面と交わる部分に、該仮想平面に直交する方向に前記棚板の溝に着
脱自在に係止し得る係止片を設けると共に、折り曲げて形成された平面のいずれか、又は
双方に前記係止片を着脱自在に係止し得る複数の溝を設け、該補助台の溝に他の補助台の
係止片を係止し得るようにした補助台と、からなり、該補助台の溝は、幅方向において所
定の間隔で互いに平行に設けられ、且つ各列において分割されたものであることを特徴と
する商品陳列補助台を提供するものである。
【００１０】
また、請求項３記載の発明は、前記補助台の角を境に形成した平面の一方が他方より幅広
である商品陳列補助台を提供するものである。
【００１１】
　また、本願発明は、前記棚板の溝又は前記補助台の溝に、着脱自在に取付けられる商品
仕切り板を更に備えることを特徴とする商品陳列補助台を提供するものである。
　また、本願発明は、前記溝は、２～５列、２～５分割であることを特徴とする商品陳列
補助台を提供するものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態における商品陳列補助台を図１～図１４に基づいて詳述する。
図１は本発明の実施の形態である商品陳列補助台を示す斜視図、図２～図５は図１の商品
陳列補助台の１構成要素の補助台を示す斜視図である。図面において、商品陳列補助台１
は、商品陳列面に設置して商品の陳列状態を整えるためのもであって、片面に複数の溝２
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を所定の間隔且つ平行に設けた棚板３と、板４を任意箇所で所定角度に折り曲げ、その角
５を形成するふたつの平面のいずれかひとつの平面に直交する仮想平面が前記ふたつの平
面と交わる部分６１ａ、６１ｂに、該仮想平面に直交する方向に前記棚板の溝に着脱自在
に係止し得る係止片６を設けた補助台７と、からなるものである。
【００１３】
前記棚板３は、所定の大きさを有する平板１０に所定の間隔、例えば、等間隔で且つ平行
に前記溝２を設けてなる。溝２の幅・深さは、前記補助台７の係止片６を係止し、また、
着脱もできる程度になっている。なお、棚板３の大きさは、商品陳列場所に対応できるよ
うに任意に設定される。棚板３は商品陳列面で水平状態あるいは傾斜状態で使用される。
棚板３の材質は限定が無い。
【００１４】
前記補助台７は、棚板３上に複数設置して使用するものであるから、棚板３より小さい所
定の大きさを有する。そして、この補助台７は、好適な実施の形態として、板４を一方の
平面が他方の平面より幅広となる箇所で、鋭角（α）となるように折り曲げ、幅広側平面
１１と幅狭側平面１２とを有し、両平面１１、１２を支持するリブ８がある。幅広側平面
１１の端に係止片６ａを、幅狭側平面１２の端に係止片６ｂを夫々設け、係止片６ａは幅
広側平面１１に対して（１８０度－鋭角（α））の角度で設けられ、係止片６ａ、６ｂは
互いに面間が等距離となり、前記棚板３の溝２にスムーズに係止できるようになっている
。更に、この補助台７の幅広側平面１１には棚板３の溝２と同じ幅寸法の１以上の溝１３
が所定の間隔、例えば、等間隔で且つ平行に設けられている。なお、この溝１３は、図２
では３列であり、各列は４分割されているから、係止片６ａ、６ｂも溝１３に係止できる
ように４分割されている。また、補助台７は溝１３を必須条件とせず、但し、この溝１３
が無い場合は後述する図９～図１１、図１３及び図１４に示す使用方法がとれなくなり、
更に、幅狭側平面１２に溝１３を設けてもよい。
【００１５】
図３は他の実施の形態の補助台７ａを示すもので、図２の補助台７との相違点は、溝１３
ａの各列が２分割構成であり、それに伴い係止片６ａ、６ｂも溝１３ａに係止できるよう
に、２分割されている点にある。図４も他の実施の形態の補助台７ｂを示すもので、図２
の補助台７との相違点は、溝１３ａの各列が２分割構成であるが、それに伴い係止片６ａ
、６ｂも溝１３ａに係止できるような２分割構成ならぬ４分割構成とされている点にある
。更に、図５も他の実施の形態の補助台７ｃを示すもので、図３の補助台７ａとの相違点
は、溝１３ａの各列毎に幅広側平面１１ａに小さな段差１４を設けている点にある。これ
ら補助台７ａ、７ｂ、７ｃの他の構成は図２の補助台７と同様であり、図に符号を付して
その説明を省略する。
【００１６】
このように、幅広側平面１１及び幅狭側平面１２は、その形状は特に制限されず、例えば
平板状、波状平板又は段差付き平板が挙げられる。また、溝１３は、その数及び設置箇所
は特に制限されず、例えば、２～５列、２～５分割の範囲で適宜に組み合わせたものが使
用できる。
【００１７】
次に、上記構成からなる商品陳列補助台１の使用方法を図面を参照して詳述する。まず、
図６に示すような形態で商品陳列補助台１は使用される。すなわち、図６は、台等で棚板
３を傾斜させて商品陳列面に設置して、この棚板３の溝２に補助台７、７ａ、７ｂ、７ｃ
（以下、補助台７等という。）の幅広側平面１１が水平となるように、補助台７等を係止
し、幅狭の雛壇を多数形成し、これら多数の雛壇上に座りのよい商品１５を陳列する場合
である。
【００１８】
次に、図７に示すような形態で商品陳列補助台１は使用される。すなわち、図７は、傾斜
させて設置した棚板３の溝２に、補助台７等を図６と逆に係止し、手前の補助台７等の幅
狭側平面１２を商品落下防止壁とし、奥の補助台７等の幅広側平面１１を商品載置面とす
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る幅狭の雛壇を多数形成し、これら多数の雛壇上に座りの良くない商品１６を陳列する場
合である。
これらの図６及び図７での商品陳列補助台１の使用は最もベーッシクな使用方法である。
【００１９】
また、商品陳列補助台１は、図８に示すような形態で使用される。すなわち、図８は、棚
板３を傾斜させて商品陳列面に設置して、この棚板３の溝２に補助台７等を図６及び図７
における係止を交互に行い、補助台７等の幅広側平面１１を水平の商品載置面及び商品の
存在感・ボリュウーム感を出すための傾斜壁とする雛壇を多数形成し、これら多数の雛壇
上に座りの良くない比較的大きな商品１７を陳列する場合である。
【００２０】
また、商品陳列補助台１は、図９に示すような形態で使用される。すなわち、図９は、棚
板３を傾斜させて商品陳列面に設置して、この棚板３の溝２にこれの一番下に補助台７等
を図７と同様に係止し、その上に補助台７等を図６と同様に順次係止し、更に、図６の係
止による補助台７等の溝１３（１３ａ）及び棚板３の上に別の補助台７等を係止又は載置
して、水平の商品載置面及び商品の存在感・ボリュウーム感を出すための傾斜壁とする雛
壇を多数形成し、これら多数の雛壇上に座りのよい商品１８を陳列する場合である。なお
、図９では、補助台７等の３列の溝１３（１３ａ）に、別の補助台７等の係止片６ａを上
に行くに従って、順次ずらして係止して、両方の補助台７等の幅広側平面１１により形成
される商品の載置面を広くしている。
【００２１】
また、商品陳列補助台１は、図１０に示すような形態で使用される。すなわち、図１０は
、棚板３を傾斜させて商品陳列面に設置して、この棚板３の溝２にこれの一番下に補助台
７等を図７と同様に係止し、その上に補助台７等を図６と同様に順次係止し、更に、図６
の係止による補助台７等の係止片６ａ側に近い方の溝１３（１３ａ）に、別の補助台７等
の係止片６ｂを係止して、別の補助台７等の幅広側平面１１を棚板３の傾斜とほぼ同じ傾
斜とし、別の補助台７等の幅広側平面１１を主に商品の存在感・ボリュウーム感を出すた
めの傾斜の商品載置面及び水平の商品載置面とし、これらの商品載置面上に座りの良い商
品１９を陳列する場合である。なお、別の補助台７等の上に更に別の補助台７等を係止し
て、３段積み以上としてもよい。
【００２２】
また、図１０に示す商品陳列補助台１の使用状態は、図１１に示すように、図７の係止に
よる補助台７等の係止片６ａ側に近い方の溝１３（１３ａ）に、別の補助台７等の係止片
６ｂを係止しても、別の補助台７等の幅広側平面１１を棚板３の傾斜とほぼ同じ傾斜とす
ると共に、嵩高とすることができる。
【００２３】
図１２は、棚板３の複数の溝２及び補助台７等の複数の溝１３（１３ａ）に、着脱自在に
設けられる商品仕切り板２０を示すものである。この商品仕切り板２０は、板２１の下面
に係止片２２が設けられ、板２１の片端に仕切り板２３が設けられてなる。係止片２２は
溝２及び溝１３（１３ａ）の形状に合わせて形成される。また、この商品仕切り板２０は
、板２１の両端に仕切り板２３が設けられていても何ら差し支えない。そして、この商品
仕切り板２０は、図１３に示すように、傾斜構造の棚板３ａの溝２に係止しても、補助台
７ａ（７）の複数の溝１３ａ（１３）に係止しても、どちらでもよい。更に、図１４に示
すように、複数の補助台７ａ（７）上を３つの商品仕切り板２０を使用して２つの仕切り
スペースを創設する等、種々の使い方が考えられる。
以上のように、商品陳列補助台１は、商品の特性、設置場所の状況等に合わせて種々の使
い勝手がある。
【００２４】
以上、本発明の実施の形態を説明したが、具体的な構成はこれに限定されず、本発明の要
旨を逸脱しない範囲での変更、追加は本発明の範囲内である。
【００２５】
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【発明の効果】
以上詳述したように、請求項１及び請求項２の発明によれば、棚板を台等で任意の角度に
設置し、棚板の溝に複数の補助台を種々の方向に係止することで、棚板上に商品陳列に都
合の良い種々の外観形状を創設でき、様々な商品陳列が可能となる。例えば、棚板上の１
以上の補助台上に、更に他の１以上の補助台を何段でも係止して、積み上げることも可能
であり、その分様々な商品陳列が可能となる。従って、少ない部品で、商品の多様化、頻
繁に起こる模様替えに十分に対応でき、模様替えの度に不用となったり、新たに購入する
必要性を少なくし、かつ保管のためのスペースを減らすことができる効果がある。
【００２６】
請求項３の発明によれば、角を境にして幅寸法の異なる平面が２つあるから、その分様々
な商品陳列が可能となる。従って、前記発明と同様の効果を奏する他、陳列の選択肢が増
え、バラエティーに富んだ商品陳列が可能となる。
【００２７】
請求項４の発明によれば、棚板の複数の溝及び補助台の複数の溝に商品仕切り板を着脱自
在に設け、商品の区分ができる。従って、前記発明と同様の効果を奏する他、商品の区分
が確実且つ容易にできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態である商品陳列補助台を示す斜視図。
【図２】図１の商品陳列補助台の１構成要素の補助台を示す斜視図。
【図３】図１の商品陳列補助台の１構成要素の他の補助台を示す斜視図。
【図４】図１の商品陳列補助台の１構成要素の他の補助台を示す斜視図。
【図５】図１の商品陳列補助台の１構成要素の他の補助台を示す斜視図。
【図６】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の使用状態を示す断面図。
【図７】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の他の使用状態を示す断面図。
【図８】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の他の使用状態を示す断面図。
【図９】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の他の使用状態を示す断面図。
【図１０】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の他の使用状態を示す断面図。
【図１１】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の他の使用状態を示す断面図。
【図１２】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の１構成要素の商品仕切り板を示す
斜視図。
【図１３】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の１構成要素の商品仕切り板の使用
状態を示す斜視図。
【図１４】本発明の実施の形態である商品陳列補助台の１構成要素の商品仕切り板の使用
状態を示す斜視図。
【符号の説明】
１　　　　　　　　　　　商品陳列補助台
２、１３、１３ａ　　　　溝
３、３ａ　　　　　　　　棚板
４、２１　　　　　　　　板
５　　　　　　　　　　　角
６、６ａ、６ｂ、２２　　係止片
７、７ａ、７ｂ、７ｃ　　補助台
８　　　　　　　　　　　リブ
１０　　　　　　　　　　平板
１１　　　　　　　　　　幅広側平板
１２　　　　　　　　　　幅狭側平板
１５、１６、１７、１８、１９　　商品
２０　　　　　　　　　　商品仕切り板
２３　　　　　　　　　　仕切り板
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